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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコイルの一端同士を接続する、一本の平角線で円状又は円弧状に形成されたバス
バーであって、
　前記平角線の一端から他端の間に形成された、前記コイルの一端と接続する複数のコイ
ル接続部と、
　隣り合う前記コイル接続部の間に形成された渡り部とを備え、
　前記コイル接続部では、前記平角線の一部において、前記平角線の主面同士が重なって
いる、バスバー。
【請求項２】
　前記平角線の主面同士は、前記平角線が折り曲げられて重なっており、
　折り目の部分に、切り欠き部が形成されている、請求項１記載のバスバー。
【請求項３】
　前記コイル接続部は、
　前記円状又は前記円弧状の軸と平行な方向に形成されている、請求項１記載のバスバー
。
【請求項４】
　前記コイル接続部は、
　前記円状又は前記円弧状の内側に向かって形成されている、請求項１記載のバスバー。
【請求項５】
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　前記平角線は、隣り合う前記渡り部のうち一方の前記渡り部において、その両主面のう
ち一方の主面が前記円状又は前記円弧状の外周側を向き、他方の主面が前記円状又は円弧
状の内周側を向くように配置されており、他方の前記渡り部において、前記一方の主面が
前記円状又は前記円弧状の内周側を向き、前記他方の主面が前記円状又は前記円弧状の外
周側を向くように配置されている、請求項１記載のバスバー。
【請求項６】
　前記平角線の外周には、ポリイミドおよびテフロン（登録商標）の２層で形成された薄
膜の絶縁テープが、加熱して密着するように横巻に巻き付けられている、請求項１記載の
バスバー。
【請求項７】
　ステータコアと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＵ相コイルと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＶ相コイルと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＷ相コイルと、
　前記複数のＵ相コイルを接続するＵ相バスバーと、
　前記複数のＶ相コイルを接続するＶ相バスバーと、
　前記複数のＷ相コイルを接続するＷ相バスバーと、
　前記複数のＵ相コイル、前記複数のＶ相コイル、及び複数のＷ相コイルを中性点に接続
する中性バスバーとを備え、
　前記Ｕ相バスバー、前記Ｖ相バスバー、前記Ｗ相バスバー、及び前記中性バスバーのう
ち少なくとも１つに請求項１記載のバスバーが用いられている、ステータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バスバー及びステータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動モータとして、円筒形のステーターコイルと、ステーターコイルの内側に配置され
た円柱形のローターと、ローターに接続されているシャフトから構成されたものが知られ
ており、ステーターコイルとしては、内歯形状のステータ鉄心の内歯に、ステータ鉄心の
径方向内側から捲線を捲き付けて構成したものがある。
【０００３】
　このような電動モータとしては、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相からなる３相のコイル群により回転
磁界を形成するモータが知られている。そして、これら各相のコイル群から導出される導
電線の結線は、バスバーを利用して行われている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２００４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記バスバーは金属板を打ち抜いて作製しているため、材料を捨てる部
分が生じ、歩留まりが悪かった。
【０００６】
　一方、この問題を解決するために、丸線によってバスバーを作製することも考えられる
が、占積率が悪くなるという問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、歩留まりの良好な又は占積率の良好なバスバー及びステータを提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、第１の本発明は、
　複数のコイルの一端同士を接続する、一本の平角線で円状又は円弧状に形成されたバス
バーであって、
　前記平角線の一端から他端の間に形成された、前記コイルの一端と接続する複数のコイ
ル接続部と、
　隣り合う前記コイル接続部の間に形成された渡り部とを備え、
　前記コイル接続部では、前記平角線の一部において、前記平角線の主面同士が重なって
いる、バスバーである。
【０００９】
　第２の本発明は、
　前記平角線の主面同士は、前記平角線が折り曲げられて重なっており、
　折り目の部分に、切り欠き部が形成されている、第１の本発明のバスバーである。
【００１０】
　第３の本発明は、
　前記コイル接続部は、
　前記円状又は前記円弧状の軸と平行な方向に形成されている、第１の本発明のバスバー
である。
【００１１】
　第４の本発明は、
　前記コイル接続部は、
　前記円状又は前記円弧状の内側に向かって形成されている、第１の本発明のバスバーで
ある。
【００１２】
　第５の本発明は、
　前記平角線は、隣り合う前記渡り部のうち一方の前記渡り部において、その両主面のう
ち一方の主面が前記円状又は前記円弧状の外周側を向き、他方の主面が前記円状又は円弧
状の内周側を向くように配置されており、他方の前記渡り部において、前記一方の主面が
前記円状又は前記円弧状の内周側を向き、前記他方の主面が前記円状又は前記円弧状の外
周側を向くように配置されている、第１の本発明のバスバーである。
【００１３】
　第６の本発明は、
　前記平角線の外周には、ポリイミドおよびテフロン（登録商標）の２層で形成された薄
膜の絶縁テープが、加熱して密着するように横巻に巻き付けられている、第１の本発明の
バスバーである。
【００１４】
　第７の本発明は、
　ステータコアと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＵ相コイルと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＶ相コイルと、
　前記ステータコアのティースに配置された複数のＷ相コイルと、
　前記複数のＵ相コイルを接続するＵ相バスバーと、
　前記複数のＶ相コイルを接続するＶ相バスバーと、
　前記複数のＷ相コイルを接続するＷ相バスバーと、
　前記複数のＵ相コイル、前記複数のＶ相コイル、及び複数のＷ相コイルを中性点に接続
する中性バスバーとを備え、
　前記Ｕ相バスバー、前記Ｖ相バスバー、前記Ｗ相バスバー、及び前記中性バスバーのう
ち少なくとも１つに第１の本発明のバスバーが用いられている、ステータである。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明によれば、歩留まりの良好な又は占積率の良好なバスバー及びステータを提供す
ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明にかかる実施の形態１におけるステータの斜視構成図
【図２】本発明にかかる実施の形態１におけるステータの平面構成図
【図３】本発明にかかる実施の形態１におけるＵ相バスバーの斜視構成図
【図４】図３のＳ部拡大図
【図５】本発明にかかる実施の形態１における中性バスバーの斜視構成図
【図６（ａ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｂ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｃ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｄ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｅ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｆ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｇ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｈ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図６（ｉ）】本発明にかかる実施の形態１におけるバスバーの製造方法を説明するため
の斜視構成図
【図７】本発明にかかる実施の形態２におけるＵ相バスバーの斜視構成図
【図８】（ａ）本発明にかかる実施の形態２におけるＵ相バスバーのコイル接続部近傍の
斜視構成図、（ｂ）本発明にかかる実施の形態１におけるＵ相バスバーのコイル接続部近
傍の斜視構成図
【図９】（ａ）本発明にかかる実施の形態２におけるＵ相バスバーのコイル接続部近傍の
斜視構成図、（ｂ）本発明にかかる実施の形態１におけるＵ相バスバーのコイル接続部近
傍の斜視構成図
【図１０】本発明にかかる実施の形態２における中性バスバーの斜視構成図
【図１１（ａ）】本発明にかかる実施の形態２におけるバスバーの製造方法を説明するた
めの斜視構成図
【図１１（ｂ）】本発明にかかる実施の形態２におけるバスバーの製造方法を説明するた
めの斜視構成図
【図１１（ｃ）】本発明にかかる実施の形態２におけるバスバーの製造方法を説明するた
めの斜視構成図
【図１１（ｄ）】本発明にかかる実施の形態２におけるバスバーの製造方法を説明するた
めの斜視構成図
【図１２】本発明にかかる実施の形態３におけるＵ相バスバーの斜視構成図
【図１３】図１２のＴ部拡大図
【図１４】本発明にかかる実施の形態３における中性バスバーの斜視構成図
【図１５】本発明にかかる実施の形態３におけるコイルとバスバーの接続を説明するため
の斜視構成図
【図１６】本発明にかかる実施の形態４におけるＵ相バスバーの斜視構成図
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【図１７】（ａ）本発明にかかる実施の形態４におけるＵ相バスバーのコイル接続部近傍
の斜視構成図、（ｂ）本発明にかかる実施の形態４におけるＵ相バスバーのコイル接続部
近傍の斜視構成図
【図１８】本発明にかかる実施の形態４における中性バスバーの斜視構成図
【図１９】（ａ）絶縁フィルムの断面構成図、（ｂ）平角導線に絶縁フィルムを巻き付け
ている状態を説明するための図
【図２０】絶縁フィルムを平角銅線に捲き付けて形成された平角線を用いた本発明にかか
る実施の形態１におけるＵ相バスバーの斜視構成図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明にかかる実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　以下に、本発明にかかる実施の形態１におけるステータについて説明する。図１は、本
実施の形態１のステータの斜視構成図である。又、図２は、本実施の形態１のステータの
平面構成図である。
【００１９】
　図１及び図２に示すステータは、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の３相モータ用のステータであり、
１８個のティース１１を有するステータコア１０と、それぞれのティース１１に巻き付け
られて形成されたコイル２０（Ｕ相コイル２０Ｕ、Ｖ相コイル２０Ｖ、及びＷ相コイル２
０Ｗ）と、Ｕ相バスバー３０Ｕ、Ｖ相バスバー３０Ｖ、及びＷ相バスバー３０Ｗと、６つ
の中性バスバー４０とを備えている。尚、図１には１個のＵ相コイル２０Ｕのみ図示され
ている。
【００２０】
　Ｕ相コイル２０Ｕ、Ｖ相コイル２０Ｖ、及びＷ相コイル２０Ｗは、同じ構成であり、丸
線を捲き回すことによって形成され、この順に図２中時計回りにそれぞれのティース１１
に配置されている。
【００２１】
　上記Ｕ相コイル２０Ｕ、Ｖ相コイル２０Ｖ、及びＷ相コイル２０Ｗは、それぞれ６個ず
つ設けられている。そして、６個のＵ相コイル２０Ｕのそれぞれの端２１がＵ相バスバー
３０Ｕに電気的に接続されており、それぞれの端２２は、中性バスバー４０に電気的に接
続されている。同様に、６個のＶ相コイル２０Ｖのそれぞれの端２１がＶ相バスバー３０
Ｖに電気的に接続されており、それぞれの端２２は、中性バスバー４０に電気的に接続さ
れている。又、６個のＷ相コイル２０Ｗのそれぞれの端２１がＷ相バスバー３０Ｗに電気
的に接続されており、それぞれの端２２は、中性バスバー４０に電気的に接続されている
。
【００２２】
　次に、本発明にかかる実施の形態１のバスバーの構成について説明するが、Ｕ相バスバ
ー３０Ｕと、Ｖ相バスバー３０Ｖと、Ｗ相バスバー３０Ｗは、同様の構成であるため、Ｕ
相バスバー３０Ｕを例に挙げて説明する。
【００２３】
　図３は、本実施の形態１のＵ相バスバー３０Ｕの斜視構成図である。図３に示すように
、本実施の形態１のＵ相バスバー３０Ｕは、一本の平角線５０によって、ステータコア１
０の外周に沿うように円状に形成されている。この平角線５０の一端５１と他端５２は重
なり合って、外周側に折り曲げられており、Ｕ相バスバー３０Ｕの端子３１を構成してい
る。
【００２４】
　又、平角線５０の一端５１から他端５２までの間には、６個のＵ相コイル２０Ｕの端２
１を繋ぐための６個のコイル接続部３２が形成されている。図３において、これらのコイ
ル接続部３２には、括弧内に一端５１から何番目のコイル接続部３１２であるかを示すた
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めに番号がふられている。すなわち、６個のコイル接続部３１２は、時計回りに、一端５
１からコイル接続部３２（１）、３２（２）、３２（３）、３２（４）、３２（５）、３
２（６）の順に他端５２まで繋がっている。
【００２５】
　そして、これらコイル接続部３２の間には、コイル接続部３２同士を繋ぐ渡り部３３が
形成されている。尚、一端５１と一端５１側の端のコイル接続部３２の間の線材部分は、
渡り部３６として図示され、他端５２と他端５２側の端のコイル接続部３２の間の線材部
分は、渡り部３７として図示されている。
【００２６】
　図４は、図３のＳ部の拡大図であり、コイル接続部３２（５）近傍の拡大斜視構成図で
ある。中心側（軸Ｍ側）から視て（矢印Ａ参照）、コイル接続部３２の左隣の渡り部３３
（Ｌ）では、平角線５０の一方の主面５０ａが円状の外周側を向き、他方の主面５０ｂが
円状の内周側を向いている。そして、平角線５０がエッジワイズに曲げられて、折り返さ
れる。このように折り返されることによって、コイル接続部３２では、平角線５０の一部
において主面５０ｂ同士が重なることになる。尚、エッジワイズとは、平角線５０の主面
５０ａ、５０ｂは曲がる前後で同一面に位置し、端面５０ｅが曲がる前後で同一面に位置
しないように、平角線５０が曲げられることである。いいかえると、端面５０ｅに折り目
が形成されるように平角線５０が曲げられることである。
【００２７】
　コイル接続部３２から、更に平角線５０がエッジワイズに曲げられて、中心側から視て
コイル接続部３２の右隣の渡り部３３（Ｒ）が形成されている。このため、コイル接続部
３２の右隣の渡り部３３では、主面５０ｂが円状の外周側を向き、主面５０ａが円状の内
周側を向いている。このように、コイル接続部３２を挟んで隣り合う渡り部３３では、平
角線５０の主面５０ａと主面５０ｂの向きが反対になっている。
【００２８】
　そして、コイル接続部３２（２）は、円状の軸（図１、図３中Ｍ参照）と平行な方向に
向かって左右の渡り部３３から突出しており、その突出した先端部３４には、切り欠き部
３５が形成されている。この切り欠き部３５に、Ｕ相コイル２０Ｕの端２１が挿入されて
接続される
　又、実施の形態１では、中心側から視て、コイル接続部３２（２）の左隣の渡り部３３
と繋がっている部分３８が、右側の渡り部３３と繋がっている部分３９より外周側（図中
奥側）に位置している。
【００２９】
　尚、他の全てのコイル接続部３２（１）、３２（３）、３２（４）、３２（５）、３２
（６）は、コイル接続部３２（２）と同様に構成されている。又、コイル接続部３２（１
）では、中心側から視て左側には、渡り部３６は配置されており、コイル接続部３２（６
）では、左隣には、渡り部３７が配置されている。
又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端部３４に対応する。
【００３０】
　尚、本実施の形態１のＵ相バスバー３０Ｕ、Ｖ相バスバー３０Ｖ、及びＷ相バスバー３
０Ｗは、図２に示すように時計回りにずらして配置されており、最も内周側にＵ相バスバ
ー３０Ｕが配置され、次にＶ相バスバー３０Ｖが配置され、最も外側にＷ相バスバー３０
Ｗが配置されている。尚、本発明の円状に形成されたバスバーの一例は、本実施の形態の
Ｕ相バスバー３０Ｕ、Ｖ相バスバー３０Ｖ、及びＷ相バスバー３０Ｗに対応する。
【００３１】
　次に、中性バスバー４０の構成について説明する。
【００３２】
　図５は、中性バスバー４０の斜視構成図である。図２及び図５に示すように６個の中性
バスバー４０は、ステータコア１０の外周に沿うように湾曲して円弧状に形成されている
。
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図５に示す中性バスバー４０は、それぞれ３つのコイル接続部４２と、コイル接続部４２
の間を電気的に繋ぐ渡り部４３とを備えている。尚、中心から視て（矢印Ａ参照）、最も
左側のコイル接続部４２の端には、端部４６が形成されており、最も右側のコイル接続部
４２の端には、端部４７が形成されている。これらコイル接続部４２は、実施の形態１と
同様に、円弧状の軸（図１中Ｍ参照）と平行な方向に向かって形成されており、渡り部４
３の構成も実施の形態１と同様の構成である。また、コイル接続部４２は、コイル接続部
３２と同様に先端部４４に切り欠き部４５が形成されている。
【００３３】
　ここで、端部４６の側から１番目、２番目、３番目のコイル接続部４２を４２（１）、
４２（２）、４２（３）と符号を付し、渡り部４３を４３（１）、４３（２）と符号を付
す。
【００３４】
　コイル接続部４２（１）の端部４６と繋がっている部分４８は、コイル接続部４２（１
）の渡り部４３（１）と繋がっている部分４９より、外周側に位置している。コイル接続
部４２（２）の渡り部４３（１）と繋がっている部分４８は、コイル接続部４２（２）の
渡り部４３（２）と繋がっている部分４９より、外周側に位置している。コイル接続部４
２（３）の渡り部４３（２）と繋がっている部分４８は、コイル接続部４２（３）の端部
４７と繋がっている部分４９より、外周側に位置している。このように、いずれのコイル
接続部４２（１）、４２（２）、４２（３）も同様に構成されている。
【００３５】
　そして、６個の中性バスバー４０は、Ｕ相バスバー３０Ｕよりも内側に配置されている
。尚、本発明の円弧状に形成されたバスバーの一例は、本実施の形態の中性バスバー４０
に対応する。又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端部４４に対応する。
【００３６】
　尚、図２に示すように、６個のＵ相コイル２０Ｕは、それぞれの端２１がＵ相バスバー
３０Ｕのコイル接続部３２に接続されており、それぞれの端２２が中性バスバー４０のコ
イル接続部４２に接続されている。又、６個のＶ相コイル２０Ｖは、それぞれの端２１が
Ｖ相バスバー３０Ｖのコイル接続部３２に接続されており、それぞれの端２２が中性バス
バー４０のコイル接続部４２に接続されている。そして、６個のＷ相コイル２０Ｗは、そ
れぞれの端２１がＷ相バスバー３０Ｗのコイル接続部３２に接続されており、それぞれの
端２２が中性バスバー４０のコイル接続部４２に接続されている。又、図２において、括
弧内のＵ、Ｖ、Ｗによって各相の端子３１が示されている。このように、各相において６
個のコイルが並列に接続されることになる。
【００３７】
　次に、本発明にかかる実施の形態１のバスバーの製造方法について説明する。尚、上述
したＵ相コイル２０Ｕを例に挙げて説明する。
【００３８】
　図６（ａ）～（ｉ）は、本実施の形態１のバスバーの製造方法を説明するための模式図
である。
【００３９】
　図６（ａ）は、一本の平角線５０を示している。この線材の方向が矢印Ｅで示されてい
る。
【００４０】
　この平角線５０が、図６（ｂ）に示すように、矢印Ｅを基準にして、図中において、端
部５１１がエッジワイズに上方に折り曲げられる。そして、平角線５０は、折り曲げられ
た部分から直線状の線材部分５１６の間を空けて、図６（ｃ）に示すように、エッジワイ
ズにクランク状に曲げられる（図中クランク形状部５１８参照）。
【００４１】
　続いて図６（ｄ）に示すように、１つめのクランク形状部５１８から、直線の線材部分
５１３の間を空けて、更にクランク形状部５１８が形成され、計６つのクランク形状部５
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１８が形成される。このように曲げることによって、矢印Ｅ方向と平行な２つの直線上（
図中Ｂ、Ｃ参照）のそれぞれに配置された、複数の線材部分５１３、５１６が形成される
。最後に、図６（ｅ）に示すように、直線状の線材部分５１７を空けて、図中において端
部５１２がエッジワイズに下方に折り曲げられる。
【００４２】
　次に、図６（ｆ）に示すように、端部５１１から一つ目のクランク形状部５１８は、そ
の上部５１８ａ（図６（ｄ）参照）が図中手前側に折り返される。ここで、線材部分５１
６と線材部分５１３が、正面視において直線上になるように折り返され、折り返し部５１
９が形成される。
【００４３】
　続いて、図６（ｇ）に示すように、端部５１１から２つ目のクランク形状部５１８は、
その上部５１８ａ（図６（ｆ）参照）が図中奥側に位置するように折り返され、折り返し
部５１９が形成される。ここで、端部５１１から１つ目の線材部分５１３と２つ目の線材
部分５１３が正面視において直線上に配置されるように折り返される。
【００４４】
　このように、６つのクランク形状部５１８が、奥側、手前側に交互に折り返され、６つ
の折り返し部５１９が形成される。
【００４５】
　そして、図６（ｈ）に示すように、各折り返し部５１９の折り目部分５１９ａ（図６（
ｇ）参照）に切り欠き部３５が形成され、コイル接続部３２が作製される。一方、端部５
１１は、図６（ｉ）に示すように、フラットワイズに折り返される。ここで、フラットワ
イズとは、主面に折り目が形成されるように曲げられることである（図６（ｉ）中、主面
５０a参照）。尚、線材部分５１６は、図３の渡り部３６に対応し、線材部分５１７は、
図３の渡り部３７に対応する。また、端部５１１は一端５１に対応し、端部５１２は他端
５２に対応する。
【００４６】
　そして、図６（ｈ）に示すようにコイル接続部３２が形成された平角線５０をステータ
コア１０の外周に沿うように円状に湾曲させ、両端５１、５２によって端子３１が形成さ
れ、図３に示すＵ相バスバー３０Ｕが作製される。
【００４７】
　尚、Ｖ相バスバー３０Ｖ、Ｗ相バスバー３０Ｗ、及び中性バスバー４０も同様に作製さ
れる。
【００４８】
　このようにしてバスバーが作製された後、ステータコア１０のティース１１に配置され
たコイル２０の端２１及び端２２を切り欠き部３５、４５内に配置し、ヒュージングによ
って熱かしめを行うことによって、図１に示すようにコイルとバスバーの間の結線が行わ
れ、本実施の形態１のステータが作製される。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態１では、一本の平角線によってバスバーを作製しているた
め、捨てる部分がなく歩留まりが良好となる。又、平角線を用いているため、占積率も良
好となる。
【００５０】
　（実施の形態２）
　次に、本発明にかかる実施の形態２におけるバスバーについて説明する。本実施の形態
２のバスバーは、実施の形態１と基本的な構成は同じであるが、一部のコイル接続部で、
その形状が異なっている。そのため、本相違点を中心に説明する。尚、実施の形態１と同
様の構成については同一の符号が付されている。
【００５１】
　図７は、本実施の形態２のＵ相バスバー３１０Ｕの斜視構成図である。
【００５２】
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　図７に示すように、本実施の形態２のＵ相バスバー３１０Ｕは、実施の形態１と同様に
、一本の平角線５０によって、ステータコア１０の外周に沿うように円状に形成されてい
る。この平角線５０の一端５１と他端５２は重なり合って、外周側に折り曲げられており
、Ｕ相バスバー３０Ｕの端子３１を構成している。
【００５３】
　又、平角線５０の一端５１から他端５２までの間には、６個のＵ相コイル２０Ｕを繋ぐ
ための６個のコイル接続部３１２が形成されている。図７において、これらのコイル接続
部３１２は、括弧内に一端５１から何番目のコイル接続部３１２であるかを示すために番
号がふられている。すなわち、６個のコイル接続部３１２は、時計回りに、一端５１から
コイル接続部３１２（１）、３１２（２）、３１２（３）、３１２（４）、３１２（５）
、３１２（６）の順に他端５２まで繋がっている。
【００５４】
　そして、これらコイル接続部３１２の間には、コイル接続部３１２同士を繋ぐ渡り部３
１３が形成されている。尚、一端５１と一端５１側の端のコイル接続部３１２の間の線材
部分は、渡り部３１６として図示され、他端５２と他端５２側の端のコイル接続部３１２
の間の線材部分は、渡り部３１７として図示されている。
【００５５】
　図８（ａ）は、コイル接続部３１２（５）の拡大斜視構成図である。一方、図８（ｂ）
は、実施の形態１のコイル接続部３２（５）の拡大斜視構成図であり、図４と同様の構成
を示す図である。
【００５６】
　図７及び図８（ａ）に示すように、本実施の形態２のコイル接続部３１２は、実施の形
態１のコイル接続部３２と同様に、軸Ｍと平行に渡り部３１３から突出して形成されてお
り、その先端部３１４に切り欠き部３１５が形成されている。
【００５７】
　又、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、実施の形態２では、内周側から視て（矢印Ａ参
照）、コイル接続部３１２（５）の左側の渡り部３１３と繋がっている部分３１８が、右
側の渡り部３１３と繋がっている部分３１９より外周側に位置しており、実施の形態１と
同様の構成である。すなわち、実施の形態１においても、コイル接続部３２（５）の左側
の渡り部３３と繋がっている部分３８が、右側の渡り部３３と繋がっている部分３９より
が外周側に位置している。
【００５８】
　尚、コイル接続部３１２（１）、（３）においても、同様に、中心側から視て、コイル
接続部３１２の左側の渡り部３１３と繋がっている部分３１８が、右側の渡り部３１３と
繋がっている部分３１９より外周側に位置しており、実施の形態１のコイル接続部３２と
同様の構成である。又、コイル接続部３１２（１）では、中心側から視て左側には、渡り
部３６が配置されている。
【００５９】
　図９（ａ）は、コイル接続部３１２（２）の拡大斜視図である。一方、図９（ｂ）は、
実施の形態１のコイル接続部３２（２）の拡大斜視図である。図９（ａ）、（ｂ）に示す
ように、実施の形態１では、円の中心側から視て（矢印Ａ参照）、コイル接続部３２（２
）の左側の渡り部３３と繋がっている部分３８が、右側の渡り部３３と繋がっている部分
３９より外周側に位置しているが、実施の形態２では、コイル接続部３１２（２）の左側
の渡り部３１３と繋がっている部分３１８が、右側の渡り部３１３と繋がっている部分３
１９より内周側に位置している。
【００６０】
　尚、コイル接続部３１２（４）、（６）においても、同様に、中心側から視て、コイル
接続部３１２の左側の渡り部３１３と繋がっている部分３１８が、右側の渡り部３１３と
繋がっている部分３１９より内周側に位置している。又、コイル接続部３１２（６）では
、左隣には、渡り部３７が配置されている。
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【００６１】
　このように、本実施の形態２では、実施の形態１と異なり、コイル接続部３１２（２）
、３１２（４）、３１２（６）において、コイル接続部３１２とその左側の渡り部３１３
とが繋がっている部分３１８が、コイル接続部３１２とその右側の渡り部３１３とが繋が
っている部分３１９よりも内周側に位置している。
【００６２】
　尚、本発明の円状のバスバーの一例は、本実施の形態のＵ相バスバー３１０Ｕに対応す
る。又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端部３１４に対応する。
【００６３】
　図１０は、本実施の形態の中性バスバー４１０の斜視構成図である。
【００６４】
　図１０に示すように、本実施の形態２の中性バスバー４１０は、実施の形態１の中性バ
スバー４０と同様に、３つのコイル接続部４１２、渡り部４１３、先端部４１４、切り欠
き部４１５、及び端部４１６、４１７を備えている。ここで、端部４１６の側から１番目
、２番目、３番目のコイル接続部４１２を４１２（１）、４１２（２）、４１２（３）と
符号を付す。
【００６５】
　コイル接続部４１２（１）の端部４１６と繋がっている部分４１８は、コイル接続部４
１２（１）の渡り部４１３と繋がっている部分４１９より、外周側に位置している。中心
側から視て、コイル接続部４１２（２）とその左隣の渡り部４１３と繋がっている部分４
１８は、コイル接続部４１２（２）とその右隣の渡り部４１３と繋がっている部分４１９
より、内周側に位置している。コイル接続部４１２（３）の渡り部４１３と繋がっている
部分４１８は、コイル接続部４１２（３）の端部４１７と繋がっている部分４１９より、
外周側に位置している。
【００６６】
　次に、本発明にかかる実施の形態２のバスバーの製造方法について説明する。
【００６７】
　図１１（ａ）～（ｄ）は、本実施の形態２のバスバーの製造方法を説明するための図で
ある。図１１（ａ）は、一本の平角線５０を示している。この線材の方向が矢印Ｅで示さ
れている。
【００６８】
　この平角線５０が、図１１（ｂ）に示すように、概略、図中矢印Ｅ方向に沿うように、
Ｅ方向を基準にして左右にエッジワイズに曲げられ、６つのクランク形状部５７が形成さ
れる。このように曲げることによって、矢印Ｅ方向と平行な２つの直線上（図中Ｂ、Ｃ参
照）のそれぞれに配置された、複数の線材部分５５、５６が形成される。尚、端部５１１
、５１２部分は、矢印Ｅに対して垂直方向に形成されている。後述する工程によって、こ
れら線材部分５５、５６は、渡り部３３となる。また、端部５１１とクランク形状部５７
の間の線材部分６１６は、図７に示す渡り部３１６となり、端部５１２とクランク形状部
５７との間の線材部分６１７は、渡り部３１７となる
　そして、図１１（ｃ）に示すように、線材部分５６が、線材部分５５と実質上同一直線
上になるように折り曲げられる。これによって平角線５０が重なった重なり部分５８が６
箇所形成される。
【００６９】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、重なり部分５８の先端部分に切り欠き部３５が形成
され、コイル接続部３２が形成される。そして、図１１（ｄ）に示す形状の平角線５０を
ステータコア１０の外周に沿うように円状に湾曲させ、両端５１、５２によって端子３１
が形成され、図７に示すＵ相バスバー３１０Ｕが作製される。
【００７０】
　尚、Ｖ相バスバー、Ｗ相バスバー、及び中性バスバーも同様に作製される。
【００７１】
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　このようにしてバスバーが作製された後、ステータコア１０のティース１１に配置され
たコイル２０の端２１及び端２２を切り欠き部３５、４５内に配置し、ヒュージングによ
って熱かしめを行い、コイルとバスバーの間の結線が行われ、本実施の形態１のステータ
が作製される。
【００７２】
　実施の形態１では、コイル接続部を１つずつ形成していく必要があったが、本実施の形
態２では、線材部分５６を折り曲げることによって２つのコイル接続部を簡単に形成出来
るため、実施の形態１と比較して製造しやすいという利点がある。
【００７３】
　又、３つの線材部分５６をまとめて折り曲げることにより、６つのコイル接続部をまと
めて形成することが出来、製造工程がより簡単になる。
【００７４】
　（実施の形態３）
　次に、本発明にかかる実施の形態３のバスバーについて説明する。本実施の形態３のバ
スバーは、実施の形態１と基本的な構成は同じであるが、実施の形態１とはコイル接続部
の形状が異なっている、そのため、本相違点を中心に説明する。尚、実施の形態１と同様
の構成については同一の符号が付されている。
【００７５】
　図１２は、本発明にかかる実施の形態３におけるＵ相バスバー３００Ｕの斜視構成図で
ある。図１２に示すように、本実施の形態３のＵ相バスバー３００Ｕは、実施の形態１と
同様に、一本の平角線５０によって、ステータコア１０の外周に沿うようにリング状に形
成されており、端子３１と、渡り部３６、３７と、コイル接続部３０２と、渡り部３３と
を備えている。
【００７６】
　図１３は、図１２のＴ部拡大図である。図１２及び図１３に示すように、本実施の形態
では、コイル接続部３０２は、実施の形態１のコイル接続部３２と異なり、リング状の内
側（ステータコア１０の内側）に向かって突出するように形成され、その先端部３０４に
切り欠き部３０５が形成されている。尚、本発明の円状のバスバーの一例は、本実施の形
態のＵ相バスバー３００に対応する。又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端
部３０４に対応する。
【００７７】
　図１４は、中性バスバー４００の斜視構成図である。本実施の形態２の中性バスバー４
００は、実施の形態１と同様に、一本の平角線５０によって形成されており、コイル接続
部４０２と、コイル接続部４０２を連結する渡り部４３とを備えている。コイル接続部４
０２は、実施の形態１のコイル接続部４２と異なっており、ステータコア１０の内側に向
かって突出するように形成されている。そして、コイル接続部４０２は、その突出した先
端部４０４に切り欠き部４０５が形成されている。尚、本発明の円弧状のバスバーの一例
は、本実施の形態の中性バスバー４００に対応する。又、本発明の折り目の一例は、本実
施の形態の先端部４０４に対応する。
【００７８】
　図１５は、本実施の形態３のステータのＵ相コイル２０Ｕ近傍の斜視構成図であり、Ｕ
相コイル２０Ｕの端２１とＵ相バスバー３００Ｕのコイル接続部３０２の間の連結及びＵ
相コイル２０Ｕの端２２と中性バスバー４００のコイル接続部４０２の間の連結状態を示
す図である。
【００７９】
　図１５に示すように、本実施の形態３では、コイル接続部３０２及びコイル接続部４０
２が、ステータコア１０の内周側に突出して形成され、コイル接続部３０２の切り欠き部
３０５は、端２１がＵ相コイル２０Ｕから引き出されている部分の上方に配置されており
、コイル接続部４０２の切り欠き部４０５は、端２２がＵ相コイル２０Ｕから引き出され
ている部分の上方に配置されている。そのため、実施の形態３では、端２１及び端２２を
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ほぼ垂直に配置した状態で、それぞれをＵ相バスバー３００Ｕの切り欠き部３０５及び中
性バスバー４００の切り欠き部４０５に挿入し、電気的に接続することが出来る。
【００８０】
　尚、本実施の形態３のバスバーを製造する際には、実施の形態１におけるクランク形状
部５１８の長さ（図６（ｄ）中、ｈ参照）を長くし、フラットワイズに曲げることで、コ
イル接続部３０２の内側に突出する分の長さを確保することが出来る。
【００８１】
　以上のように、本実施の形態３の構成では、実施の形態１のように、端２１及び端２２
を、ステータコア１０の外周側に向けて引き回す必要がないため、より簡単に製造を行う
ことが可能となる。
【００８２】
　（実施の形態４）
　次に、本発明にかかる実施の形態４のバスバーについて説明する。本実施の形態４のバ
スバーは、実施の形態２と基本的な構成は同じであるが、実施の形態２とはコイル接続部
の形状が異なっている、そのため、本相違点を中心に説明する。尚、実施の形態１と同様
の構成については同一の符号が付されている。
【００８３】
　図１６は、本発明にかかる実施の形態４におけるＵ相バスバー３２０Ｕの斜視構成図で
ある。図１６に示すように、本実施の形態４のＵ相バスバー３２０Ｕは、実施の形態２と
同様に、一本の平角線５０によって、ステータコア１０の外周に沿うようにリング状に形
成されており、端子３１と、渡り部３１６、３１７と、コイル接続部３２２と、渡り部３
１３を備えている。
【００８４】
　図１７（ａ）は、端５１から１番目のコイル接続部３２２（１）の斜視構成図であり、
図１７（ｂ）は、端５１から４番目のコイル接続部３２２（４）の斜視構成図である。図
１６及び図１７（ａ）、（ｂ）に示すように、本実施の形態のコイル接続部３２２は、実
施の形態２のコイル接続部３１２と異なり、リング状の内側（ステータコア１０の内側）
に向かって突出するように形成され、その先端部３２４に切り欠き部３２５が形成されて
いる。尚、本発明の円状のバスバーの一例は、本実施の形態のＵ相バスバー３２０に対応
する。又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端部３２４に対応する。
【００８５】
　又、実施の形態２と同様に、図１７（ａ）に示すように、コイル接続部３２２（１）で
は、中心側から視てコイル接続部３２２とその左側の渡り部３１６とが繋がっている部分
３１８は、コイル接続部３２２とその右側の渡り部３１３とが繋がっている部分３１９よ
りも外周側に位置しており、この構成は、コイル接続部３２２（３）、（５）においても
同様である。又、実施の形態２と同様に、図１７（ｂ）に示すように、コイル接続部３２
２（４）では、中心側から視てコイル接続部３２２とその左側の渡り部３１３とが繋がっ
ている部分３１８は、コイル接続部３２２とその右側の渡り部３１３とが繋がっている部
分３１９よりも内周側に位置しており、この構成は、コイル接続部３２２（２）、（６）
においても同様である。
【００８６】
　図１８は、本発明にかかる実施の形態２における中性バスバー４２０の斜視構成図であ
る。本実施の形態４の中性バスバー４２０は、実施の形態２と同様に、一本の平角線５０
によって形成されており、コイル接続部４２２と、コイル接続部４２２を連結する渡り部
４１３とを備えている。コイル接続部４２２は、実施の形態２のコイル接続部４１２と異
なっており、ステータコア１０の内側に向かって突出するように形成されている。そして
、コイル接続部４２２は、その突出した先端部４２４に切り欠き部４２５が形成されてい
る。尚、本発明の円弧状のバスバーの一例は、本実施の形態の中性バスバー４２０に対応
する。又、本発明の折り目の一例は、本実施の形態の先端部４２４に対応する。
【００８７】
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　尚、本実施の形態４のバスバーを製造する際には、実施の形態２におけるクランク形状
部５７の長さ（図１１（ｂ）中、ｈ参照）を長くすることで、内側に突出する分の長さを
確保することが出来、重なった部分５８の先端に切り欠き部３５が形成された後、重なっ
た部分５８を内側にフラットワイズに曲げることにより、コイル接続部３２２が形成され
る。
【００８８】
　又、コイル２０とバスバーとの接続は、実施の形態３と同様のため省略する。
【００８９】
　以上のように、本実施の形態４の構成では、実施の形態２のように、端２１及び端２２
を、ステータコア１０の外周側に向けて引き回す必要がないため、より簡単に製造を行う
ことが可能となる。
【００９０】
　尚、上記実施の形態１～４に記載のバスバーの平角線５０としては、単線導体上に、ポ
リウレタン樹脂、ポリエステル樹脂等の絶縁被膜を施したエナメル線が用いられたものが
用いられているが、エナメル導線に限らず、平角銅線にテープ状の絶縁フィルムを横巻き
に巻き付けたものが用いられても良い。図１９（ａ）は、絶縁フィルム１００の断面構成
図である。図１９（ａ）に示すように、絶縁フィルム１００は、絶縁材料として一般的に
使われているポリイミドの層１１０の下側にテフロン（登録商標）の層１２０が形成され
たものである。尚、平角銅線５００に絶縁フィルム１００を巻き付ける際には、テフロン
層１２０が平角銅線５００に接し、絶縁フィルム１００は少なくとも一部が重なるように
して、図１９（ｂ）に示すように横巻きに巻き付けられる。尚、巻き付けの際に加熱する
ことによって、テフロン層１２０が加熱されて溶け、平角銅線５００に密着するため、接
着剤を用いる必要がない。図２０に、平角銅線５００に絶縁フィルム１００を巻き付けた
平角線５１０を用いたＵ相バスバー３０Ｕの部分斜視構成図を示す。尚、本発明の絶縁テ
ープの一例は、図１９（ａ）に示す絶縁フィルム１００に対応する。
【００９１】
　又、上記実施の形態１～４では、コイル２０として、丸線を捲き回して形成されたもの
を用いて説明したが、平角線を用いて形成されたものが用いられてもよい。
【００９２】
　又、上記実施の形態１～４では、３相のステータを用いたが、３相に限られるものでは
ない。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明のバスバーは、歩留まりの良好な又は占積率の良好な効果を有し、ステータ等と
して利用することが出来る。
【符号の説明】
【００９４】
　１０　ステータコア
　１１　ティース
　２０Ｕ　Ｕ相コイル
　２０Ｖ　Ｖ相コイル
　２０Ｗ　Ｗ相コイル
　２１、２２　端
　３０Ｕ、３００Ｕ、３１０Ｕ、３２０Ｕ　Ｕ相バスバー
　３０Ｖ　Ｖ相バスバー
　３０Ｗ　Ｗ相バスバー
　３１　端子
　３２、３０２、３１２、３２２　コイル接続部
　３３、３０３、３１３　渡り部
　３４、３０４、３１４、３２４　先端部
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　３５、３０５、３１５、３２５　切り欠き部
　４０、４００、４１０、４２０　中性バスバー
　４２、４０２、４１２、４２２　コイル接続部
　４４、４０４、４１４、４２４　先端部
　４５、４０５、４１５、４２５　切り欠き部
　４３、４１３　渡り部
　５０　平角線
　５５、５６、５７、５５０、５６０、５７０、　線材部分
　５８、５８０　重なり部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６（ａ）】
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【図６（ｂ）】 【図６（ｃ）】

【図６（ｄ）】 【図６（ｅ）】
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【図６（ｆ）】 【図６（ｇ）】

【図６（ｈ）】 【図６（ｉ）】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１（ａ）】 【図１１（ｂ）】

【図１１（ｃ）】 【図１１（ｄ）】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】
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